
派遣労働をめぐる状況

労働者派遣事業には、一般と特定があると聞きましたが、その内訳は？

⇒ 全7.5万事業所のうち、一般（許可制）が24%、特定（届出制）が76%となっています。
改正法案は、これらをすべて許可制とする内容です。

資料出所：厚生労働省 労働者派遣事業報告（H26.6.1現在） ほか
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